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アダム・B・セリグマン＆デヴィッド・W・モンゴメリ
「人権の悲劇――リベラリズムと所属の喪失」

――邦訳論文と訳者解題――

アダム・B・セリグマン1）

デヴィッド・W・モンゴメリ2）

本文訳および解題
大池　真知子3）

１）ボストン大学
２）メリーランド大学

３）広島大学大学院人間社会科学研究科、広島大学ダイバーシティ研究センター

A Japanese Translation of “The Tragedy of Human Rights: 
Liberalism and the Loss of Belonging” by Adam B. Seligman 

and David W. Montgomery with a Commentary 
by the Translator, Machiko Oike

Adam B. Seligman1) and David W. Montgomery2)

Translation and commentary
OIKE Machiko3)

1) Boston University
2) University of Maryland

3) Graduate School of Humanities and Social Sciences
Research Center for Diversity and Inclusion, Hiroshima University

Abstract
The abstract of the original article (Society 56 (2019): 203-209) is as follows:

We argue here that human rights are as much the problem as they are the solution to 
the contemporary challenge of constructing civil society, observing that the seemingly 
inherent long-term social and political consequences of close to half a century of 
advocating human rights to the exclusion of other components of human good and 
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fulfillment have been at the expense of any sense of shared belonging. Delineating 
between rights and belonging, we show how the extreme right has latched on to a 
tangible argument for belonging while the left has responded by continuing to advocate 
for abstract, universal, and unencumbered human rights to the detriment of its efforts to 
build civil society.

Following the article, the translator provides a commentary, fi rst explaining the pedagogy 
of CEDAR (Communities Engaging with Difference and Religion), an educational program 
organized by the writers, which helps people from disparate communities learn to accept 
their differences as they work toward a civil society. The translator then discusses the social 
movements concerning sexuality in Africa and Japan, where human rights discourse seems to 
be confl icting with their local philosophies of communal values and social harmony. It is argued 
that the writers’ idea of reconsidering the human rights framework and addressing our needs 
for belonging can help us negotiate these complex issues of sexuality, family, personhood, and 
human relations.

本文「人権の悲劇――リベラリズムと
所属の喪失」

アダム・B・セリグマン＆デヴィッド・W・モン

ゴメリ

概要：

市民社会を構築するという課題に直面する今、人
権はその解決策であると同時に問題でもある。半
世紀近くの間、私たちは人間の権利をひたすら唱
え、人間にとっての善や充足を構成するその他の
要素を排除してきた。そのあげくに、ともに所属
するといった感覚が犠牲になってしまっている。
この結果は、社会、政治の面で、どうしようもな
く長期的に見える。本論では、権利と所属の違い
をたどりながら、声高な所属の議論を極右がつか
んで離さないのにたいし、左派の方は、抽象的、
普遍的、かつ無制限の人権を唱えつづけており、
市民社会を作ろうというみずからの努力を損なっ
てしまっていることを明らかにしている。

キーワード：所属、共同体、信頼、信用、人権、
差異

　最初は直感に反するように思えるかもしれない
が、市民社会を構築するという課題に直面する今、
人権はその解決策であると同時に問題でもある。
こういった論は、欧米のある種の極右グループや
政治家のあいだできっともてはやされるだろう。
だが、筆者がここでこの論を主張するのは、真面
目に、よく吟味しつつ、党派抜きに、このことに
ついて考えてみたいからだ。背景にあるのは、半
世紀近く人間の権利をひたすら唱えた末に、人間
にとっての善や充足を構成するその他の要素が排
除されるまでになっているという認識である。そ
してこうなってしまっているのは、社会と政治の
面で、どうしようもなく長期的な帰結に見える。
人間の権利という概念――憲法上の権利や生来の
権利といった同じように見える概念のことは無視
するとして――を基本の道具に用いて、私たちは
自分たちが共有する道徳観を語るが、この人権と
いう概念が、（おそらく）意図せずして、深刻か
つ有害な効果を世界でもたらしている。そして、
権威主義的で、排外主義的で、しばしば人種差別
的で、確実に反リベラルの指導者と政党が、欧米、
中東、ロシア等で今隆盛しているのに、知らない
うちに一役買っているのである。
　筆者は、人権が「悪い」概念だと言うのでも
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ないし、人権が力を持つ無数の国際組織、機構、
フォーラムで人権が喧伝されるべきでないと言う
のでもない。哲学的、政治的、神学的な意味で、
人権という概念の正統性を疑問に付しているので
もない。よく論じられるように、人権のレトリッ
クと世界中でじっさいに行われていることの巨大
な落差について論じたいのでもない。この落差に
ついては、難民の状況を見さえすれば分かるだろ
う。人権が前進につながっていることは経験的に
分かる。しかしそれと同時に、たいていは、人権
を唱えることが、有益とは言えない結果にも意図
せずしてつながってしまっている。そして、人権
が守ろうとしているはずの共同体にたいして破壊
的となりうる結果を引き起こしているのである。

権利の政治学と所属への欲求

　過去50年間、人権のレトリックは、政治の言説、
国際協力の理想、リベラルな国際秩序の法制化と
いった場で、どんどん広まってきた。また、人権
のレトリックは、資本主義の先進国の「左派」の
レトリックと思想も再定義してきた。労働者階級
の団結を唱える議論はどんどんすたれ、かわっ
て激しく唱えられるようになったのが、多文化主
義と「承認」欲求にもとづく個人の権利と「アイ
デンティティの政治」である。たとえばEUでは、
LGBTQの権利はEUに加入するならば必須とされ
る。またアメリカ合衆国では、開発と人道的な援
助を供与するのに、受益国が人権の「国際的な基
準」を守っているかどうかを絡めていることが頻
繁にある。これが暗に意味しているのは、人権の
体制が実行されれば、ヨーロッパ式の社会――そ
の社会は、市民性および道徳的な統治の基準とさ
れる――が立ち上がるだろうということである。
　「権利の政治学」は、1960年代にグローバルな
共産主義という脅威――とくにこの時期のアフリ
カ等での反植民地闘争を目にしたこともあって―
―と多くの人にみなされたものへの対抗として、
最初は提示され、主張した側が夢にも思わなかっ
たレベルを超えて成功した。個人的なものが勝利
を収めた。そののち、ソビエト連邦とその衛星国

が崩壊し、新たに解放された多くのアフリカの政
治組織で反民主主義的な政治が隆盛するのを背景
にして、権利のレトリック（さらには権利の具体
の政治学）は、1989年以降の数10年間、いわゆる
「リベラル左派」とされるものを再定義するよう
になった。
　リベラリズムは哲学的なプロジェクトとして、
そして政治的なアジェンダとしても勝利した。し
かしながら、当時、この勝利の意図せざる結果は、
リベラリズムを唱える者にもぼんやりとすら見え
ていなかった。そしてそれは現在も、無視され続
けている。あまりに多くの者が、人権という考え
にある独立した個というものを、自明の徳性とし
て疑いなく受け入れているのである。
　人権を私たちの政治的、社会的な至高の徳性と
することで、リベラリズムがあまりにしばしば否
定し、誹謗し、あるいはただ目を背けてきたのは、
人権以外の、そして人権と同様に大切な人間の欲
求、そして善の理想である。たとえばそれは、シ
モーヌ・ヴェイユが70年前に論じた人間の所属の
欲求である。ヴェイユ曰く「根づいているという
ことは、おそらくもっとも重要だがもっとも認め
られていない人間の魂の欲求である。それはもっ
とも定義しがたい欲求である。人間が根を持つの
は、現実の活動をつうじて自然のままに、共同体
――ある特定の過去の宝と特定の未来の期待を生
きたままに保持する共同体――の暮らしに参加す
ることをつうじてである」（Weil 1952: 43）。筆者
はこれを逃れようのない真実だと考える。
　根づいているというのは、所属しているという
ことであり、所属しているというのは、ある共同
体の一員であるということだ。共同体にはそれ自
身の過去があり、それ自身の伝統、物語、匂い、
味、冗談、義務、料理方法、休日、道徳的な判断、
許可と禁忌の境界、意味の基本的な枠組み、恐怖、
欲望がある。すなわち所属しているというのは
――そしてこのことを、曖昧さをみじんも交えず
に言うのがますます重要になってきているが――
ある特定の

4 4 4

共同体の一員、特定の過去、特定の物
語、匂い、味などなどをともなった共同体の一員
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であるということなのだ。個人がただ所属を選び
取るのではない。所属は他の人たちを必要とする
し、共同体は簡単に取り換えができるものでもな
い。キリストの磔の物語、出エジプトの物語、カ
ルバラーでのイマームのフサインの殺害は、それ
ぞれ取り替えがきかない。メノー派教徒のなかで
の人間関係は、監督教会員のなかでの人間関係（あ
るいは両宗派の間の人間関係）と取り換えること
はできない。カトリック教徒にたいするユダヤ教
徒の態度は、イギリス国教徒や福音主義者の態度
と比較することはできない。アフリカン・アメリ
カンの冗談は、スコットランド人の冗談とは異な
り、さらに両者ともに、中国の冗談と異なる。さ
らに、そしてここが重要なのだが、これらの共同
体は、ぐるりと線引きされた独立体である。こう
いった私たちの所属の共同体は、あまねく広がっ
ているのではなく、縛られ限られている。家族が
縛られ限られているように。これらの共同体には、
それ自身の歴史とそれ自身がたどってきた道筋が
あり、それ自身の言語と冗談、それ自身の義務と
自明視された世界があり、それ自身の風味と香り
がある――それ自身の故

ホ ー ム

郷・家の理解の仕方があ
る。共同体によっては開かれていたりいなかった
り、生まれつき成員になれたりなれなかったり、
境界が越えられたり越えられなかったりする。し
かし共同体には境界があって、つねにだれかを
「我々」とし、他のだれかを「彼ら」として対置
させる。「我々」も「彼ら」も両方とも集団のカ
テゴリーであって、個人のカテゴリーではない。
所属と権利もこれと同様の関係にある。

排除、そして境界への欲求

　もし境界がなんらかの意味のある包摂をするな
らば、境界は排除もすることになる。包摂と排除
という用語は、しばしば、（ときに暴力的な）交
渉、歴史的な変化、再定義、解釈、そして終わり
のない論争を余儀なくする。しかし排除はかなら
ず起きる。排除の不可避性が多くの者にとってど
れほど受け入れがたいものであっても。とくにあ
らゆる（集団の）境界を超える普遍的なものとし

て、人権を特権的に位置づける立場にとって受け
入れがたいとしても、排除は起きるのである。
　単純な論理的な事実――私たちが一方［訳注：
包摂］だけやってもう片方［訳注：排除］はやら
ずにすむことはない――は、あまりにしばしば無
視されている。ユダヤ教徒の共同体、あるいはキ
リスト教徒、あるいはイスラム教徒の共同体、あ
るいはその点でいえば他のどんな共同体でもいい
が、そういった共同体は、成員にとって望ましい
徳といえる。それら共同体は、気にしあうだけで
なく助けあう組織、病院、老人施設、学校、慈善
組織、葬式互助会など多くをもたらす。同時にこ
れらの共同体は、しばしば抑圧的でもある。ある
共同体内では、隣人が何を食べるか、どんな服を
着るか、どの学校に子どもを行かせるか、だれと
結婚するかなどなどについて必要以上に気にす
る。たしかに共同体によって制限の度合いは異な
る――境界をより強固に、生まれに帰して定義す
る共同体もある――が、すべての共同体は排除を
行う。人間のどんな集団も排除を行わずにいられ
ないのだ。もし共同体のやり方を完全にしたけ
れば。そしてまさにこの縛られ限られている共同
体――もっといえば、これらは現実の活動を伴っ
た独立体である――の内部で、人間という行

ア ク タ ー

為者
は生まれ、育ち、生き、死に、自分の世界と他者
の世界の意味を理解する（あるいは理解しそびれ
る）。私たちはこの共同体なしに生きることはで
きないし、この共同体からさまざまな危険が生じ
るにしても、この共同体の外で人間の暮らしや達
成は不可能だと言わざるを得ない。もっともこれ
は、「共同体」が混じりけのない善であることを
意味しない――それどころか、共同体はしばしば
抑圧と制限を課す。共同体は、その排他的な性質
を差し引いて考えたにしても、混じりけのない善
ではけっしてない。しかもこの排他的な性質とい
うのは、現代の政治学の大いなる脅威であるのは
紛れもない事実である。それでもやはり、人々の
間で善とされている理念であれば、そこには共同
体の一員であることが、本質的な一要素として含
まれているものだ。
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　これはシモーヌ・ヴェイユが第二次大戦のさな
かに指摘し、ハンナ・アーレントが私たちに伝え
たことでもある。権利は政治的な共同体に埋め込
まれているというだけではない。私たちは、義務
と道徳的な絆を備える特定の共同体から去ること
はできても、そういった行為は、たんにある絆と
別の絆を取り換えるに過ぎない――というのも、
共同体の外での暮らしは可能でないからだ。しか
しながら私たちは、抽象的で、普遍的で、無制限
の人権に、リベラルの立場からこだわるがゆえに、
彼らの洞察をいまなお認識しそこなっている。

言葉のあやとしてのアイデンティティの政治

　上述したような現在の「アイデンティティの政
治」の懸念は、リベラルな秩序の住人のあいだ
で所属と共同体の重要性が広く認められているこ
との証左であると反論する向きもあるだろう。一
定程度は、これは正しいが、このような論を進め
ること自体が論の弱さを露呈している。よく言わ
れるように、私たちの誰もが、アイデンティティ
を「持って」いる、あるいはたいていは複数のア
イデンティティを持っている。なかには交差する
アイデンティティを持っている人もいる。しかし
アイデンティティを持つことは所有であり、ある
意味、特定の車を持っているとか、故郷とか、そ
の点でいうと権利も持っているというのと似てい
る。持っているというのは所属しているのとは異
なる。そしてアイデンティティを持っているとい
うのは、共同体に所属しているのとは異なる。人々
が求めているのは、所属することであって、たん
に持つことではない。持つこと（すなわち、さま
ざまなかたちでの所有権）とは、人間の物質的な
欲求充足を組織する一つのやり方である。権利を
持つことは（ときに）同様の充足機能を果たす方
向に向かうが、所属の欲求、共同体の一員として
生まれて、年を取り、死んで、埋葬される欲求と
はまったく異なる。そしてまさにこれこそが、言
うなれば、普遍的であるように思える。
　筆者のウガンダ人の友人で、かなり前に聖職者
になった人がいる。彼女は、東アフリカのペンテ

コステ派の信者が「私の教会」と言うのを、いま
でも無礼だと感じている。彼女にとってそれは冒
涜に近い。教会は「私のもの」ではない。むしろ
私が「教会のもの」なのだ。あるいは別の友人が
『ジャーナル・オブ・ポリティックス』で数年前
に論じたように、「宗教は好みで選ぶものでない」
（Mitchell 2007）。つまりこういった共同体は――
私たちが持つ

4 4

べきアイデンティティを与えるだけ
の共同体でなく、私たちが共同体のものである

4 4 4

よ
うな共同体――所属の共同体と呼ぶとよいだろ
う。
　この区別は重要である。個人はまさに特定のア
イデンティティを主張したり（特定の権利を主張
するように）特定のアイデンティティ（と権利）
を自分のものにしたりする。しかしこれは所属の
感覚とは大きく異なる。たとえば難民というの
は、獲得されるアイデンティティであって、闘争
や苦難によってしばしば定義づけられるが、所属
によって定義づけられるものではない。シリアと
ベネズエラからの難民は、土地を追われたという
似たような経験を持つかもしれないが、彼らが所
属を参照するさいには、大きく異なる「特定の過
去の宝」にさかのぼるだろう。かくして、難民と
いう身分を「アイデンティティ」とするのは、あ
る集団の記述としては舌足らずということになる
が、そのことは気づかれない（興味深いことに、
権利は個人に帰されるが、怒り、憤慨、憎しみ、
排他的な感情が向けられるのは、集団――「見知っ
ている」個人ではなく――である）。難民である
ことは共有可能な経験であるかもしれないし、共
通して当てはまる性質をもちうるかもしれない
が、難民のものとされる権利は所属の物語ではな
い。そしてしばしば彼らの権利は、所属につなが
ることすらない。それは個々人の存在に最低限必
要なものであるかもしれないが、共同体の一員で
あることとは大きく異なる。
　共同体が何らかの役割と機能を果たし、人々
の成長や発展を維持するために、もっとも重要
なのは何だろうか。共同体の成員に道徳的な信
認（moral credit）が与えられていることである。
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道徳上の信認とは何かというと、日常的な表現
で「疑わしきは罰せず」［訳注：疑わしいときに
有利に解釈して罪に問わないこと］を誰かに適用
するといったことだ。私たちの道徳的な知識、社
会的な義務、何が正しく何が適切かという感覚
――何が不適切で何が破壊的かという感覚も含め
て――は、特定の社会集団の成員としての私たち
が集団的に抱いているものであって、ただの個人
としての私たちが抱いているものではない。私た
ちが知っているものが何であるかは、重要な部分
で、私たちが誰を信頼するかに密接に結びついて
いる。これは抽象的な概念ではなく、私たちが気
づかぬ間に縛られている結びつきである。そして、
道徳的にはほとんどつねに曖昧とならざるをえな
い事柄が起きたときに、なんらかの情報源を道徳
的に信認するよう、この結びつきが呼び出される。
私たちは特定の「事実」や「一連の事実群」――
たとえば、ロウアーマンハッタンにモスクが建設
されたり、エルサレムでレインボー・パレードの
参加者が刺されたり、パリでユダヤ人が殺された
り、イギリスのバーミンガムのイスラム地区で隠
しカメラが設置されたりといった「事実」――は
「事実」として受け入れて疑問に付すことはない
だろう。しかし、そういった行動の枠組みや、関
連すると思われる一連の周辺情報や、情報を説明
するのに必要な歴史といったものをしばしば決定
するのは、私たちの所属する集団の偏見、そして
ある集団の成員として私たちがそういった情報源
に与える道徳上の信認なのである。
　それを理解するには、2016年、フランスのスト
ラスブールでユダヤ人が刺された事件を考えてみ
ればいい。刺したのは精神が不安定な男で、「ア
ラーは偉大なり」と叫んで刺した。一つ一つの情
報は事実に基づくものだろう。しかし、それらの
情報のうちどの情報で事態を説明するかを決める
のは、しばしば自分の所属する集団の偏見なので
ある。つまり、ユダヤ人だから刺されたとするの
か、あるいは／そして精神的に不安的だったから
刺したとするのか、あるいはイスラム教徒だから
刺したとするのか。記述はそれ自体、つねに何か

に対する意見であり、けっして単純な事実ではな
い。ある出来事の意味を決めるコンテクストは、
したがって、つねに特定であり、事実の隙間は私
たちの共同体の先入観によって埋められる。合衆
国では、こういったことは、ほとんどパロディの
ように、フォックスニュースやニューヨークタイ
ムズといった異なる情報発信源のなかで実演され
ている。両者は情報を異なるやり方で分析し文脈
化するのである。そしてこのことは、もっと個別
のレベルでも同様であって、世界中の村、町、都
市で行われている。
　このことは、本論の議論にとくに関連する。合
衆国などの政党政治の分断という話ではない。私
たちの知のごく基本的な枠組みが、私たちが所属
する共同体によっていかに構造づけられている
かという点だ。所属というのは、ただの逃れよう
のない感情の欲求ではない。私たちの認識と理解
を支える柱の一つであり、私たちが世界と関わる
能力を支える柱でもある。抽象的なアルゴリズム
はグーグルやフェイスブックを動作させるのに役
に立つだろうが、グローバルな難民危機に道徳的
に対処する方法について教えてもらおうとしても
まったく役に立たない――理由は単純で、難民は
グローバルな危機などではなく、アフリカ、アジ
ア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアにわ
たって終わりなく続く一連の特定の危機だからで
ある。

よそ者は権利によそ者扱いされる

　聖書の「よそ者を自分たちのように」扱うとい
う教えは、この文脈に関係がありそうだが、現実
はいくらか異なる。イスラエルが難民の受け入れ
を禁じ、イスラエル国家（人口の20％が非ユダヤ
人である）の「ユダヤ性」を保つという決定をし
たこと、「ポーランドを白く保とう」とすること、
「真のフランス」に戻ること、1965年の移民法成
立（それまで何十年にもわたって、合衆国の移民
政策では、白人でアングロサクソンでプロテスタ
ントのアメリカという特定の概念を維持するとい
う目的で、人種に応じて移民を制限していた）以
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前のアメリカに戻ること――私たちの目の前で、
排他的で、排外主義的で、自己言及的な政治と生
き方が広く復活している。付け加えるまでもない
が、これは東西ヨーロッパと合衆国だけの話では
なく、トルコ、ロシア、中国などでも状況は同じ
だ。したがってこれは、個別で独自の動きではな
く、世界のいたるところで力を持つ特定の構造か
ら派生している何かなのだ。悲しいかな――そし
て多くの者にとっては残念でならないことだろう
が――合衆国、ポーランド、ドイツ、イタリア、
ロシア、イスラエル、トルコ、ハンガリーなどの
今の政治は、ヴェイユがかくも深く洞察した所属
の必要性が本質的に真であることを示している。
所属の必要性が、右派の、民族主義的で、しばし
ば権威主義的な政治家と社会運動の色をつけられ
ていたとしても、真なのである。リベラルなエリー
トが受け入れを拒んでいることを、グローバルな
右派はマストの先にしっかりと固定して掲げてい
る。
　このように皆が認めている状況があるなか、こ
ういった展開に反対する者は奇妙でむしろ自滅的
な対応をしている。すなわち、その方針が政治的
に隆盛したことがまさに現況を引き起こしたのに
もかかわらず、さらに声高にその方針を唱えてい
るのだ。慮って言えば、共同体主義的な欲求、あ
るいは（国家の、地域の、宗教の）所属の感覚を
さらに求める気持ちとでも名づけられようものに
たいし、リベラルな左派はたいていの場合、人権
だけが道徳的に理にかなった方法で社会の諸関係
を仲裁するのだと、あらためて主張する。
　そしてこれこそが、先ほどから論じているよう
に、問題なのだ。人権の議論の抽象的で、一般的で、
普遍的な性質こそ、右派の政治と運動の支持者の
多くが問題とするところだからだ。権利は所属の
感覚をまったく与えないし、皆の共同体といった
情緒にも訴えかけないし、すでにあるつながりが
もたらす義務を避けている。筆者の主張を伝える
ために、地元ボストンの政治家であるマーティン・
ロマズニーの言葉を引用したい。20世紀初頭のリ
ンカーン・ステフェンスについてロマズニーは述

べた。「すべての地区に、どんな奴でも――どん
なことをしようとも――訪ねていけば助けてくれ
る人がいなければならない。助けだ

4 4 4

、分るだろう
4 4 4 4 4

。
法律や正義じゃない
4 4 4 4 4 4 4 4 4

、助けなんだ
4 4 4 4 4

（強調は引用者）」
（Steff ens 1931: 618）。これこそ、多くの点で問題
の核心なのである。人々が必死に求めているのは、
共同体にともなって共同体のなかにある助けと相
互関係であって、正義の理念を無差別かつ抽象的
に適用してもらっても、まったく足りない。
　ある最低限の法の支配がすでにあるときのみ、
そういった主張が可能だと主張するのは十分に可
能だろう。そしてその主張はたしかに正しいかも
しれない。そうだとしても、人々の所属欲求とい
う現実は変わらない。すなわち、冷たく顔のない
お役所組織や福祉団体による公的な援助プログラ
ムとして助けが与えられるのでなく、人と人との
関係性やともに営む暮らしから助けが生まれるよ
うな、そういう人々のなかで生きる欲求である。
要するに、ロマズニーの引用が示すのは、抽象的
な人権の制度を実施することと、たがいに思いや
り所属をともにする人間の共同体での暮らしとの
あいだに横たわる、深い溝なのである。
　こういった共同体は壁に囲まれた飛び地なのだ
という理解が、ますます進みつつある。トランプ
支持者にとっての合衆国しかり、イスラエル、イ
タリア、ハンガリーしかり、元ソビエト連邦下の
東ヨーロッパ諸国しかり。そこでは、「鉄のカー
テン」が市民を囲い込むために建設されていたが、
さらに高い新たな有刺鉄線のフェンスが取って代
わり、移民や難民をせき止めている。これはけっ
して些細な懸念などではない。そうだとしても、
人権擁護の議論は、この問題に適切に答えない。
むしろ問題を拡大している。
　その結果、どのような状況になっているか。一
方で、リベラリズムと権利の政治の支持者は、公
の秩序という概念を次のように語る。（1）宗教色
がなく、（2）道徳的に自律した個人という概念に
もとづき、（3）大文字の善という概念を実現する
のを目指すのではなく、さまざまな個人の権利群
を保持するのを目指す。しかし同時に、合衆国と



信頼／所属 信用／権利
あり方が共有されている さまざまな文化の価値がある
道徳の共同体 権利を持つ者の共同体
平和に価値が置かれる 正義に価値が置かれる
たがいに知っている 知らない者同士
同一 差異
道徳的なありかたを共有している 道徳的な価値はバラバラ
経験を共有している 異なる経験を持つ

道徳的な信認が共同体の成員に与えられる
知識がないと信認は与えられない。［訳注：信
認を得るためには知識を提供することが要求
される］

他者はリスクとして経験される 他者は危険（danger）として経験される
リスクは疑念と共存することができる［訳注：
他者を潜在的に危険だとみなし、危険ではな
いかと疑いながらも、他者を共同体のなかに
住まわせる余地を残す］

危険ゆえに安全対策が必要［訳注：他者は危
険なので、共同体に入ってこないようにする
必要がある］
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ヨーロッパの両方において、ますます多くの共同
体で、個々の成員は自分が道徳的に自律している
とは理解せず、神が与えたさまざまな戒律群（最
良の場合には戒律だが、最悪の場合にはこれが人
種の色彩を帯びた厳命となる）を実行しているの
だとみなし、個人の権利が法的に認められ保障さ
れているのにもかわわらず、それに反するような
公の大文字の善について極めて明瞭な考えを持つ
ようになっている。その結果、二つの競合する戦
場ができあがり、両者の間で、社会の相互作用、
期待、相互関係、「アイデンティティ」、責務が相
対立している。一方は、信頼（trust）の共同体
とでもいうべきものとして定義でき、他方は信用
（confi dence）の共同体と呼ぶものとして定義で
きる。

所属と権利を区別する

　信頼（trust）の共同体――先に所属の共同体
と呼んだものと同種だ――とは、道徳的なあり
かたを共有し、たがいをよく知り、同一性を持
つ共同体であり、リスクの時には道徳上の信認
（credit）［訳注：moral creditはtrustとほぼ同義
に使用されている。区別のためcreditを信認と訳

す］が成員に与えられるという経験を共有してい
る共同体であり、平和の価値が抽象的な正義の価
値を上回っている共同体である。対照的に、信用
（confi dence）の領域とは、権利を持つ者の集合
体で、それぞれが異なる経験を持ち、バラバラな
道徳価値を持ち、正義が至高の徳とされ、他者は
危険をはらむ者として経験され、安全対策を実施
することが求められる。
　二つのモデルを以下のように図式化すると役に
立つだろう。1

　現代の世界では、以前にもまして、信頼と所属
の共同体は、信用の共同体と袂

たもと

を明瞭に分かっ
ている。価値、社会を組織する原則、他者にたい
するありかた、自己理解、みなで経験を共にする
方法の原理といった点で、前者は後者と異なるの
である。両者の分離は、以前にもまして、真実と
信頼、合理と共感、正義と慈悲の分離となってい
る。すなわち、民族主義的で権威主義的な政治家
がしばしば（彼らだけではないにしろ）語る道徳
の共同体の主張と、人権の言説とつながる抽象的
な正義の概念の主張のあいだの分離だ。表の右列
――信用、安全、抽象的な正義を示す――は、権
利を持つ個人の領域で、その境界は明瞭かつ絶対
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的、周縁は極限まで狭い。一方で、表の左列の社
会的な空間――信頼と道徳上の信認によって定義
され、（成員のあいだでの）平和が至高の価値――
は、おおむね広い周縁と厚い境界があり、共同体
内の他者の行動によってかなりの不快が生じたに
しても、「受忍」（tolerated）される。なぜならば、
ある成員の自己概念の根幹を、成員の皆が構成し
ているとみなされるからだ。家族を、なんならば
拡大家族を、思い浮かべてほしい。あるいは教会
の信者仲間、シナゴーグ、寺、モスクの信者仲間、
あるいは地元のガンクラブでもいい。そうすれば、
自己と多様な他者を包み込む幅広い境界という感
覚がつかめるだろう。
　右派の社会運動や恐怖と排外主義の政治が隆盛
するなか、所属の主張がふたたび姿を現している。
過去半世紀の間、世の中はもっぱら、権利を基盤
とする主張をつうじて定義されてきたにもかかわ
らずだ。誤解のないように言っておきたい。すべ
ての白人至上主義者やネオナチなどが、信頼の共
同体だなどというつもりはない。彼らはそうでは
ない。彼らのなかには、自分たちが、道徳の共同
体のもと集結し、あり方を共有していると考える
者もいるかもしれない。しかし、彼らがみずから
の怒りの対象を排除するのに、権利をもとにして
いるのもまた、明らかだ。彼らにとって、権利を
持っていないのはまさに相手側なのだ。そして先
述したように、共同体は必要だが、共同体それ自
体は、限りない大文字の善ではない。信頼と信用
の区別が示すのは、関係性への異なるありかたを
いかに概念化することができるか、そしてまた、
私たちが議論していることの根っこがいかに机上
の議論以上のものなのか、ということだ。この力
学を理解せずして、この国［訳注：合衆国］ある
いは海外の現代の政治状況を理解することは不可
能である。
　本論が、右派の危険は指摘するのに左派の危
険については相応の言及をしないというように、
偏っている印象を与えないよう述べておくが、こ
こで言う危険は、二項対立の関係にはなく、問題
の質が異なるのである。極右は排他主義の目的で

所属の語りに訴える。彼らの排外主義は、「望ま
しいと思えない者たち」を除けという要求を当然
だと思わせてしまうことで、多様な社会の多くを
危険にさらす。だからこそ、過去四半世紀の間、
人権のレトリックが支配的だったにもかかわら
ず、ツチ人、ボスニア人、ヤシディ教徒、ロヒンギャ
人の大量殺人が行われてきたのだ。左派は、壁に
囲まれた飛び地やゲットー化にはそもそも目を向
けないにしても、かなりの頻度で、所属の重要性
を把握し損ねている。所属についての洞察の重要
性を十二分に認めるのは、極右なのだ。

差異の政治学をめざして

　共同体の主張は、人権のリベラルな秩序にたい
し、これまでにないやり方で異議を唱えており（異
議の声はときに穏やかでありながら、次第に穏や
かでなくなってきている）、異議申し立ての結果
どうなるかはまだ分からない。問題は、共同体の
主張に伴う要求――境界の壁、難民や移民の運命
に対する無関心、移民社会の強制的な同化、権威
主義的な支配者を支える人種差別的で自民族中心
主義の政策など――にかならずしも応じることな
く、その主張をいかに受け入れるかである。いか
にして所属の政治学を語り得るのか。自国と他国
両方の極右のレトリック――思い出そう、所属の
政治学には幾ばくかの排他的な要素がつねに含ま
れる――に屈服することなくして、いかに語りう
るのか。人権の擁護は継続して必要だろうが、権
利そのものは、人間が成長し発展する条件として
も、根っこへの欲求を満たす条件としても、十分
とは程遠い。そこに所属の感覚が入らなければな
らない。前世紀の最悪の恐怖のいくつかが再演さ
れないようにするためには、それが必要だ。
　この難題に対する簡単な答えはないが、新しい
差異の政治学を展開することで、この難題に正面
から向かうことができるのではないだろうか。一
方で、民族主義的な政治家は、「我々」とあらゆ
る意味での「彼ら」とのあいだに堅牢で侵入不可
能な境界を作る。他方で、抽象的な人権の政治学
は、最終的にすべてを均質にする。そこであらゆ
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る個人は、絆や義務の遺産を欠く、道徳的に自律
したエージェントとなる。この両者とも避けて、
共同的な差異と四つに組むことを提案したい。そ
うするために、私たちは、信頼と信用が含む意味
を理解し、境界にたいして別の姿勢を取り直さな
ければならない。境界をなしで済まそうとするの
でもなければ、境界を個人化するのでもなく、境
界を絶対化するのでもない。そして境界は「我々」
と「彼ら」の間を分かつだけにとどまらず、「我々」
の内部を分かつ――我々はじっさいたがいに異な
る――ということを分からなければならない。多
くの多文化主義の唱道者はできると公言するもの
の、差異をまるまる受け入れるのはほぼ確実に不
可能だ。私たちの多くにとって、自分たち自身の
伝統や過去を、道徳的に複雑で折衷を重ねた遺産
ともども受け入れるのですら、十分に難しいのだ
から。しかし、差異とともに生きるのはそれとは
異なり、じっさいに可能である。しかしそうする
には、新たな社会空間（spaces）と認識空間を、
いやむしろ、社会と認識の場所（places）を、創
造する必要がある。ネット上でそれが可能だと
考える人がいるかもしれないので言っておくが、
ネット上では不可能だ。
　差異とともに生きるのは、差異を統制するのと
は異なる。2018年、デンマークで、1歳になる移
民の子どもを、「昼寝の時間は含まず少なくとも1
週間に25時間隔離し、クリスマスとイースターの
伝統やデンマーク語といった『デンマークの価値』
を教育することを義務化した。従わないと、福祉
手当が止められる可能性があった」（Barry and 
Sorensen 2018）。明らかに、施策の目的は差異の
場所を創造することではなく、本質的に、この子
たちをデンマーク文化に強制的に同化させること
にあった。作られたのは「我々」ではなく、たん
に既存の「デンマーク性」を数を増してまとめな
おしたものだった。「我々」という概念は差異化
に支えられているが、ここで求められているのは、
差異の併存ではなく、差異の消去である。これは、
200年以上前にナポレオンが示唆したのとほとん
ど変わらない。ナポレオンは、ユダヤ人が結婚す

るとき、3回につき1回はユダヤ人以外と結婚する
のを義務化し、ユダヤ人をヨーロッパに完全に同
化させようとしたのである。
　合衆国では（ただし、けっして合衆国だけでは
ないが）、同化とその正反対が行われている。す
なわち、他者性を管理する伝統的な方法としての
隔離である。文化の多様性の「るつぼ」として国
をロマン化してとらえるのは、アメリカの同化と
いう現実と矛盾する語りである。白人に対しては、
非白人の場合にくらべ、より同化が適用されてき
た。その一方で、長い隔離の伝統もある。隔離は、
少数派の人種と民族の受け入れを求める闘争でも
見られるが、同時に、少数派を構造的に隔てる障
壁にも見られる。これらの障壁は、物理的な壁や
ゲットーに始まり、より官僚的なやり方で、教育、
機会、特権階級のものとされている旨味へのアク
セスといった特権を、少数派である他者から奪う
というのもある。隔離は、所属している者と所属
していない者との区別を自然化する。「我々は皆
アメリカ人だ」といった地方で聞かれるスローガ
ンは、同一性を含意するが、多くの少数派が経験
するアメリカの現実はそれに反している。つまり、
アメリカ人であることは白人であること（そして
それには特権が伴っていること）を暗に含んでい
るが、ネイティブ・アメリカン、アフリカン・ア
メリカン、ヒスパニック・アメリカンのほとんど
は、そこに自分とのつながりを見出せないのであ
る。合衆国において、人種や民族ごとに分けるの
を大なり小なり受け入れるとき、隔離はつねにつ
きものだ。だが同時に、「アメリカを再び偉大に
しよう」といった骨太のスローガンのもと、排除、
駆逐、中傷を求めて結集し、スローガンを実行す
るときにも、隔離がどこかに含まれてもいる。
　本論が主張するのは、まったく異なるアプロー
チである。差異を集団的なものとしてとらえる見
方であり、そこで差異は、たんに個々人が好きで
選んでいるのではなく、個々人とその共同体を構
成する要素としてみなされる。集団的な差異とは、
保存されるべき――さまざまな「外集団」［訳注：
異なるとして排斥される集団］の成員にどれほど
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の不快が生じようとも、保存されるべき――資源
であり、また、立ち向かうべき困難である。権利
だけに基づく言説をつうじて差異を無視するので
もなければ、民族主義的で人種差別的な政治を唱
えて差異を消し去るのでもない。同化や隔離の空
間でなく、差異の場所が構築されなくてはならな
い。軍で、学校で、職場で、宗教施設で、そう、
ガンクラブでだって。これらの場所で、差異に出
会い、差異に取り組み、ときには差異と格闘する。
このようなやり方でしか、共通言語は、さらには
市民の政治学は、生まれ得ない。

市民社会への道としての差異

人権は、西洋のあらゆる機構が市民社会にむけて
考えるとき――そしてそれに付随して、信頼と信
用のバランスをとるのではなく、信頼から信用へ
と社会が劇的に変化するとき――の支配的な枠組
みとなっているが、これまで論じてきたように、
その枠組みは失敗している。人権のおかげで多く
の人が生きる状況が改善されたのは素晴らしいと
認めるが、それだけでは不十分だと筆者は考え
る。その理由は、人権がどこかで個人を優先させ
て、所属をないがしろにしているところがあるか
らだ。そして所属は、個人を超えて存在するのに
必要なもの、すなわち、あらゆる社会的な存在に
とって必要なものである。
　先述したように、社会主義陣営が崩壊した結果、
多くの人が、権利の言語をもとにして市民社会を
進めるのを良しとするようになった。世界の大半
で共産主義が崩壊したことで、権利を基盤とする
システムが、構造の面でも道徳の面でもより優れ
た進路だと証明されたとみなされた。西洋のリベ
ラルな秩序を皆で受け入れることで、平和、安寧
（well-being）、民主主義が到来するだろうと考え
られたのだ。だが、ベルリンの壁崩壊から30年近
くが経過し、リベラルな秩序の成功と人権の正し
さを確信している者の多くは、これまでの自分た
ちのやり方とは違うやり方が可能なのか、考えあ
ぐねている。彼らのやり方とはすなわち、自分た
ちを見習うよう他の人たちを説得するというやり

方、もっと均一で抽象的な形で世界を標準化する
というやり方――差異を最小化どころか、矮小化
すらして、共通の場を見つけようとするというや
り方、信用関係に基づくやり方である。
　しかし、すでに主張してきたように、すべての
ものが共有できるとはかぎらない。宗教でそれ
ができないのは明らかだ。アブラハムを共通の祖
先とする大いなる一神教という概念をもとに複数
の一神教が所属を共有しようとしても、イエスは
神の子か、預言者か、異端者かと考えると、うま
くいかない。こういった差異は重要だ。というの
も、あの共同体でなくこの共同体に属するのはだ
れかを決める要だからだ。人権というとき、普遍
化する単一の言語があると想定されているが、そ
の言語は「アブラハムを共通の祖先として共有す
る」という程度のものだ。これでは物語の一部は
共有できても、複数の共同体のあいだの相異を定
義（あるいは超越）するのには十分でない。所属
を正しく理解するならば、所属の発展を促す別の
アプローチを取らなければならない。差異を認識
するアプローチ、信用関係ではなく信頼関係がも
たらす情緒や構造の特質を認識するアプローチで
ある。
　16年にわたって、筆者が唱えプログラムをつう
じて進めてきたのは、いろいろな共同体の成員が
自分たちの差異を認識し受け入れ、市民社会へ向
けて努力するような道である。22週間のプログラ
ムに世界中から20名から30名の参加者が集い、活
発に差異に取り組む――差異を尊重し、差異をつ
うじて格闘する。プログラムをつうじて分かった
のは、参加者の間にあるものすべてを交渉のテー
ブルに載せて決着しなくとも、みなでともに体験
することをつうじて共同体を建設できるというこ
とだ。プログラムで創造された環境は一時的であ
るかもしれないが、そこで人々は気づく。他者が
持ち込む差異を認めるのには不快がすべからく伴
うのだと。私たちはその差異を制御しない。差異
は私たちに向かってくる。差異は私たちの自己認
識を脅かすことすらある。解決のかけらのような
ものであっても、別の道の可能性を見出すこと



136 アダム・Ｂ・セリグマン，大　池　真知子

で、私たちは、権利に憑かれた世界で所属を稼働
させるとはどういうことなのか想像できるように
なる。どんなに短期間であっても、差異の共同体
が集い、そこで物事をいっしょに行えば――たん
に同化したり、隔離したり、共有しているものを
称賛するのではなく、いっしょに行えば――道徳
上の信認（credit）が他者に及んで適用される可
能性が現実になる。
　多くの点で、これは教育の試みである。ただし、
教科書と教室だけの教育でなく、経験的な性質の
教育である。実際どうやるかについては、子ども
時代の関係を振り返ってみればいい。校庭で遊ぶ
と、ともに所属する感覚が得られた。私たち大人
がやりがちなイデオロギーの抽出は、みじんもな
かった。知らない人――そしてたいていの場合、
どんなアイデンティティの札を与えられているか
によって、相手を知ることはない――と関わるに
は、たがいに関わりあうことでどんなことが起き
そうかについて、前もって判断するのを留保しな
ければならない。幼いころの校庭での遊びから何
年もたって、幼なじみと自分は今や大きく異なる
と感じることがあるかもしれない。しかしこれは、
イデオロギーとは関係ない部分で判断して、「疑
わしきは罰せず」を相手に拡大して適用する機会
となる。差異とともに生きるのは、人と共同体で
生きるために、自分が深く抱えている信念（おそ
らく道徳的な信念ということすらあるだろう）を
あきらめることを意味しない。むしろ、共有でき
ない事柄もあると知ること、そして、それを共同
体の他者と共有できるように解体する必要はない
と知ることを意味する。市民社会へ向けてそうい
うアプローチを広く実践するには、所属を真剣に
取り上げることが必要だ。所属は自然に生まれる
ものではなく、他者とともに経験をともにする（あ
るいは経験を紡ぐ）ことで作られる特質である。
開発プロジェクト、教育の方針、政治の活動は、
差異を障害でなく資源としてみなすことで、益を
得るだろう。特殊な文化の古風な趣を指さす［訳
注：たとえばアイヌの熊

イオマンテ

祭りや日本の茶の湯を観
光客として愛でる］といった矮小化されたやり方

で、差異を称賛すべきだとは言っていない。差異
と生きることは、自分とはまったく異なるあり方、
そしてときに自分とは相いれないと思えるあり方
で共同体に他者と居て、そこから生じる深い不快
を認めることである。しかし、人間にとっての他
の善を押しのけてまで人間の権利に執着するとき
には、所属を失なう危険がある。人権は、尊厳を
拡大するための唯一の方法とはかぎらない。差異
がもたらす不快をつうじて得られる尊厳は、破壊
と分断を進めるレトリックが隆盛しているように
見える今、そのレトリックをまるまる受け入れず
とも所属を存立可能にする第一歩である。

註

1. この概念化が、テンニースによるゲマインシャフ

トとゲゼルシャフトの古典的な区別を思い起こさ

せるのは、よく分っている。テンニースに難癖を

つけるとすれば、歴史的に一方が他方にとって代

わったという点だ。筆者の考えでは、両者はとも

に存在し続けており、ある意味では一方がもう片

方を産んでいる。

2. CEDAR（Communities Engaging with Difference and 

Religionすなわち差異と宗教に関わる共同体）の

活動の詳細は、Seligman, Wasserfall and Motgomery 

2015参照。
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訳者解題 大池真知子

アダム･セリグマンとCEDAR

　本論文は、アダム・B・セリグマン（ボストン
大学宗教学教授）とデヴィッド・W・モンゴメリ
（メリーランド大学文化人類学准教授）が2019年
にSociety誌（56巻203-209頁）に発表した論文で
ある。人権という概念の普遍性を再考することを
提案し、分断された現代社会を修復して市民社会
を建設するには、人権を声高に主張しつづけるの
は有効でなく、所属という価値を再評価すべきだ
と論じている。ただし、排外的な自民族中心主義
を避けるためには、所属する共同体が異なるため
に生じる価値観の差異に向きあうこと、そして差
異を許容しあうことが必要だとも主張する。本論
は、Reset Dialogues（文化、宗教、民族を議論
する学術団体）で取り上げられ、大いなる議論を
呼んだ（Ferrari 2020）。
　第一著者のセリグマンは、市民社会、信頼、権
威、宗教の寛容などについて、イスラエル、ハン
ガリー、アメリカの大学で教えてきた。多数の著
書があり、それらは10以上の言語に翻訳されてい
る。日本語で入手できる論考は以下のとおり。
● 「文化の交流を通して築く信頼関係――私の実
践経験から」『インターカルチュラル――日本
国際文化学会年報』13号（2014年）：8-25頁。
日本国際文化学会第13回全国大会のシンポジウ
ム「ここから始まる私の地球――インターロー
カル人材が拓く未来」（2014年7月5日）におけ
る基調講演

● 「違いを保ってともに生きる――東アジア国境
地域での新たなCEDARプログラムへ向けて」

『つなぐ・つくる・こえる――山口のあらたな
光を観るために』岩野雅子・斉藤理編著，山口
県立大学ブックレット「新やまぐち学」8，山
口県立大学，2018年（e-bookとしてオンライン
公開）229-242頁。COCやまぐち学「対馬がむ
すぶ山口・プサン・博多――ボーダー研究と異
文化共存の実践ワークショップ」（2017年3月24
日）における基調講演

● 「異なる文化と生きるために――アダム･セリグ
マン教授ウェブ講演会」広島大学ダイバーシ
ティ研究センターのウェブサイトに動画掲載。
ダイバーシティ研究センターと「ダイバーシ
ティ&インクルージョン科学の理論と実践のた
めの研究拠点」が主催したウェブ講演会（2021
年3月8日）。
　セリグマンの大きな功績の一つに、市民団体
CEDAR代表としての活動がある。CEDARとは、
違いとともに生きるスキルを学ぶ研修プログラム
である。1論文の末尾でも触れられているとおり、
異なる背景を持つ人々が、互いの違いを認めあっ
て、ともに市民社会を構築することを目標とする。
2003年以来、バルカン半島、イスラエル、アメリ
カ、トルコ、イギリス、ブルガリア、インドネシア、
ウガンダなど、世界各地で実施されてきた。セリ
グマンはCEDARの活動をつうじて寛容の精神を
養ったことをたたえられ、2020年度Dr. Leopold 
Lucas賞を受賞している。
　CEDARは2週間の合宿型のワークショップで
ある。参加者は、教員、活動家、宗教リーダー、
専門職、大学院生、ビジネスパーソンなどで、開
催国と近隣諸国、およびそれ以外の地域からバラ
ンスを考慮の上選ばれる。合宿のすべての活動に
全員が参加する。2週間の濃密な経験をつうじて、
背景を異にする他者に対する価値判断を留保し、
自分の思考の枠組みに気づき、賛成できない信条
を持つ人を許容し、共に生きることを学ぶ。プ
ログラムは、知的な学び（講義を聴く）、体験的
な学び（移民コミュニティや難民キャンプなど、
テーマに関連したフィールドに赴く）、情緒的な
学び（合宿生活での各種ストレスに対処する）の
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3つの学びから成る。類似のワークショップでは、
「私たちはみな同じ人間」といった共通性が強調
されるが、CEDARでは「私たちは異なる政治思
想、道徳価値、帰属意識を持つ」という差異が強
調される。解消しがたい差異がありながらもそれ
を理由に争うことなく、対立を調整する過程で部
分的であっても信頼関係を築き、ともに市民社会
を構築することが、CEDARの目標であり、参加
者は修了後、それぞれの現場で、背景の異なる人
とともに市民社会を築く活動をすることが期待さ
れる。
　訳者は2019年に、長崎の2泊3日の短期CEDAR
と、ウガンダのCEDARに参加した。その経験か
ら、CEDARの学びの鍵の一つは、フィールド訪
問や討論や合宿生活をつうじて、多層に重なる所
属集団の境界を何度も出入りすることで、自他の
認識の枠組みを意識化し、相対化し、調整可能に
することだと理解した。
　そのような変化はいかにしてもたらされるの
か。まずは、CEDARの明示的なカリキュラムに
ついて説明したい。合宿中、参加メンバーはさま
ざまなフィールドに赴く。メンバーは、訪問先の
フィールドでは「CEDARの人たち」として扱わ
れる。メンバーのなかには、こうして引かれた境
界線を突破すべく、訪問先の人々と積極的に交わ
る者もいれば（CEDARに見せるために村人が実
演した割礼のダンスに飛び入り参加するなど）、
交わろうとするがうまくいかない者もいる。そも
そも交わろうとしない者もいる。さらに、訪問後
はかならず全体討論を行って、こういったフィー
ルドでの具体的な経験について、共同体、所属、
個人、価値といった概念と照らしあわせながら、
メンバー間で意見をぶつけあう。また、全体討論
とは別に、5人程度の内密な小グループ討論も実
施する。このグループは2週間固定し、数回セッ
ションを行って、「自分を偽って共同体に所属し
ようとした経験」や「所属する共同体で居心地の
悪い思いをした経験」などの打ち明け話をする。
フィールドでの経験をそれぞれの人生経験に引き
つけると同時に、親密なサブグループを作る狙い

がある。
　このような明示的なカリキュラムと同様に重要
なのは、そもそも2週間の濃密な合宿生活を営ん
でいれば、さまざまな場面で、さまざまなレベル
での対人ストレスを経験せざるをえず、それが学
びを深めるという点である。メンバーが、実施国
の出身者、近隣諸国の出身者、それ以外の地域出
身者で構成されていることを思い出してほしい。
ちょっとしたすれ違いや当惑は日常茶飯事であ
る。ときには、特定のメンバーのフィールドでの
ふるまい、討論の仕方、食事や雑談など生活の場
でのやりとりなど、すべてがあいまって、他のメ
ンバーの反発を呼ぶこともある。あるいは、グルー
プ内のサブグループ間の対立（キリスト教徒が移
動中のバスのなかで賛美歌を歌い続け、キリスト
教徒でない者が居心地の悪い思いをするなど）が
生じることもある。こういった状況に置かれ、皆
がそれぞれの背景と経験をもとにインフォーマル
に対処し、ときにはフォーマルな話しあいも行っ
て対立をなだめる。このような交渉と対処の過程
で、部分的かつ一時的かもしれないが、対立する
相手とも信頼関係を築き、グループとして成熟し
ていく。
　もちろん、このようなダイナミックスはどのよ
うな集団でも生じる。CEDARの鍵は、それが、
訪問と討論をくりかえして所属や境界といった
テーマを考える活動（すなわち明示的なカリキュ
ラム）と同時に進行するよう、プログラムがデザ
インされていることだ。合宿の諸活動――講義、
訪問、討論、移動、日常生活――を他者と相互作
用しながらこなす過程で、参加者は意識的に、多
層的な境界を何度も横断し、自他の境界を引き直
す。境界の横断と更新をくりかえし経験しながら、
参加者は、他の参加者の力を借りて、自他と所属
のあり方を可視化し、言語化し、再構築する。こ
のような知的、体験的、情緒的な調整をとおして、
受け入れがたい他者と合宿生活を送るに足るだけ
の信頼関係を築くに至り、差異に対処できるよう
になる。
　CEDAR の合宿を一般的なスタディーツアーと
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比べると、その特徴が明らかになるだろう。両者
は表面上は似ている。スタディーツアーでは、先
進国から来た参加者が、途上国で活動するNGO
のもと、背景について説明を受け、活動の現場
を訪れ、地元の人と交流し、参加者同士でも意
見交換する。訳者がウガンダのCEDARで経験し
た活動も、大枠はそれに近い。しかし、CEDAR
の主たる目的は、特定のテーマにかんする知識を
得ることではなく、テーマをめぐって参加者が知
的かつ情緒的に交流し衝突し交渉する経験を、さ
まざまなレベルで重ねることにある。スタディー
ツアーなら、嫌なメンバーがいてもその人から距
離を置けばよい。しかしCEDARではそれが難し
い。なぜなら、講義、訪問、討論、日常生活な
ど、明示的か暗示的かは別にしてプログラムのす
べては、差異と共同体というテーマにフォーカス
されており、参加者はつねに、異なる他者と隣り
あい、自他を問い、他者に対処し、他者とともに
いる術を身につけるように仕向けられているから
だ。スタディーツアーでも副次的に、あるいは部
分的にそのような学びが得られるかもしれない
が、CEDARではそれを主たる目的とし、それを
達成しやすいテーマが選ばれ、それを達成するた
めにさまざまな仕組みが構築されている。
　広島大学ダイバーシティ研究センターでは、長
崎にならって、2泊3日の短期ワークショップを実
施しようと計画している。長崎では、日本と近隣
諸国の戦争の記憶をテーマに「歴史、記憶、帰属
をめぐるワークショップ」として実施した。広島
では、おもに新しい移民との共生をテーマにする。
将来的には両者を連続ワークショップとして構築
することを目指している。
　
訳出の背景――アフリカと日本の性をめぐる議論

　訳者がCEDARの実践とセリグマンの思想に興
味を持ち、本論を訳出した背景に、昨今の性をめ
ぐる議論――性的指向と性自認を人権として保障
するべきかどうか、いかなる制度が望ましいか―
―がある。ここからは、訳者が専門とするアフリ
カ文化とジェンダーの視点から、アフリカおよび

日本での性をめぐる議論について述べる。なお、
ここでのアフリカはサハラ以南のアフリカを指
す。
アフリカ　ここ25年ほどの間、アフリカの複数
の国が苛烈な同性愛嫌悪2で知られるようになり、
性的指向と性自認にかんする人権を認めるよう国
際的な批判を浴びてきたが、とくに2010年代以降、
人権の言説でアフリカの性を語ることが問題化さ
れている。de Vos（2015）いわく「性的マイノリティ
への抑圧と闘うのに人権の言説を持ち出すのは、
戦略的にも政治的にも難しくなっている（倫理的
に問題になっているという意見もあるかもしれな
い）」(48)のである。アフリカで今、性を人権の枠
組みで語るのが、どのように問題となっているの
か。問題の背景と解決の糸口について本節で紹介
したい。
　アフリカでは、1990年代から複数の国家元首が
同性愛嫌悪の発言をしてきたが（Hoad 2007: xi-
xiii）、3同性愛嫌悪が社会的な広がりを見せたのは
2000年代になってからだ。2012年に全米アフリカ
学会の学術誌でAwondoらが概説したように、「同
性愛にたいする人々の関心が、政治と宗教の指導
者にたきつけられて急拡大し、国家による迫害が
強化されたのは、過去10年間のことだった」（147）
のである。4目立つ事例としては、2014年にナイ
ジェリアで同性婚禁止法が成立し、同性婚はもち
ろん、性的マイノリティを支援する活動すら禁止
されることとなった。ウガンダでも同時期に同様
の法案が議論され、手続きの瑕疵により成立しな
かったものの、2009年の法案は死刑も含む厳しい
内容だった（Nyanzi and Karamagi 2015: 26）。
　このような国家公認ともいえる同性愛嫌悪にた
いし、欧米政府は強く非難した。2011年にはイ
ギリスのキャメロン首相が、コモンウェルス首長
会議で援助停止を示唆した（BBC 2011）。続いて
アメリカのオバマ大統領も、覚え書きで性的マイ
ノリティの権利擁護を外交ポリシーに位置づけ
（Obama 2011）、2013年にアフリカ3カ国を訪問し
たときにもそれを表明した（Bennett and Reddy 
2015）。5
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　アフリカの同性愛嫌悪が世界で広く知られる
のに対し、このような欧米政府のパターナリス
ティックな態度が、かえってアフリカ社会の同性
愛嫌悪を強め、多様な性を擁護する活動に逆風
となったことは、あまり知られていない。つま
り、欧米の政府が経済的な優位性をバックに性的
マイノリティの人権擁護を訴え、アフリカを道徳
的に指導しようとすることは、一般市民の反発を
呼び、「同性愛は西洋由来でありアフリカの伝統
に反する」という保守派の訴えに真実味を与え、
同性愛嫌悪を強化することにつながったのである
（ウガンダの状況はNyanzi and Karamagi 2015; 
Tamale 2013を、セネガルの状況はBennett and 
Reddy 2015: 11-14を参照）。だからこそ地元の活
動家は、「LGBTIの人権を侵害するアフリカ諸国
にたいし『援助を停止する』と脅すイギリス政
府に抗するアフリカの社会正義の活動家の声明」
（“Statement” [2011]）を出して、欧米政府に抵抗
する立場を鮮明にした。
　さらに言えば、欧米政府に限らず、性の人権を
唱道する欧米の運動全体が、大量の資金を使って
アフリカを侵害する暴力として、地元社会で見な
されている。たとえばウガンダの活動家であり研
究者でもあるTamale (2007)は、2003年に同性愛
の権利を擁護する発言をしたとたん、「ラジオ、
テレビ、新聞、ネット」(17)の攻撃にさらされ、
知人には「欧米のゲイとレズビアンから大金がも
たらされ」（17）て「大金持ちになるね、おめで
とう」（17）と皮肉られたという。Tamaleが述べ
るように、ウガンダではしばしば、欧米の同性愛
グループが「アフリカの若い男女を『退廃的で変
態の習慣』に『誘い込む』（recruit）」（18）とい
うイメージで、同性愛嫌悪が語られる。Amnesty
（2014）の報告でもそれは明らかにされており、
たとえばあるウガンダの男性は「子どもを同性愛
に誘い込んでいる」（34）として警察に捕まり、「［反
同性愛］法案があるから、おまえはもう資金を得
られまい。おまえに白人の団体がついていること
は分かっている。金を出せ」（34）と賄賂を要求
されたという。ムセベニ大統領も法案を支持して

「傲慢で不注意な西洋のグループが、嬉々として
我々の学校に入り込み、子どもたちを男性同性愛
や女性同性愛に誘い込んでいる。彼らは、アフリ
カにまつわる他の事柄も不注意に扱うが、それと
まさに同じだ」（Museveni 2014）と語った。
　ただし忘れてならないのは、欧米の資金は、性
の人権を擁護する活動だけでなく、同性愛嫌悪を
喧伝する活動にも注入されていることだ。たとえ
ば、アメリカのキリスト教福音派が直接的に関与
して、アフリカ各地で同性愛嫌悪のキャンペーン
や同性婚禁止法のロビー活動を行ったことが報告
されている（Kaoma 2016）。
　一方、学術的な議論においては、研究者は、欧
米の性の人権活動のもとにある個人主義やアイデ
ンティティ・ポリティックスという思想の限界を
指摘する。すなわち、欧米のゲイ・アイデンティ
ティのモデル――いわゆる「ゲイ･インターナショ
ナル」（Massad 2007）――が一種の規範になっ
ているが、それは必ずしもアフリカの当事者に当
てはまらないというのである。というのも、親族
の絆が強く、それが経済的にも心理的にも安全網
の基礎となっている社会にあって、当事者は家
族に受け入れてもらうのが重要である。たとえ
ばMcAllister（2015）は ボツワナのツワナ人の
ゲイの事例を論じ、ツワナの「ボト」という人間
性の概念にある「コミュニティの中心性、コミュ
ニティに対する義務」は、「人権システムの基礎
であるプライバシーと個人の自律性とは相容れな
い」（46）とする。
　したがって、アフリカの思想に立脚した社会運
動が必要だと研究者は論じる。たとえばde Vos
（2015）は、「西洋的な『同性愛者』のマスターナ
ラティブ、すなわち、みずからのセクシュアリティ
を発見し、格闘のすえに十全かつ誇り高い『同性
愛者』として高らかにクローゼットからカミング
アウトするという語り」（49）を複数化し、「個人
として、コミュニティの一員として、兄弟、姉妹、
息子、娘、友人として認識されるような政治的、
社会的空間を開く」（49）ことが重要だと指摘す
る。van Zyl（2015）も同様に、欧米では個々の
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主体を規律の対象にするのにたいし、アフリカで
は社会組織の均衡を保つことで秩序を維持すると
し（148-149）、したがって性的マイノリティの「エ
ロスの正義」（147）を実現するためには、個人の
権利を超えた「人々の間の関係性、すなわち、『伝
統的な』愛、思い

ケ

や
ア

り、受容、支援、敬意、責任」
（153）に訴えるのが重要だとする。
　このようにアフリカでは、社会と人々の関係
性の再定義を迫る問題――西洋が一方的にアフ
リカに再定義を迫っていると考える者もいれば、
再定義が必要だと内側から訴える者もいるが―
―として、性の政治が立ち現れている。この状
況を、2000年代のグローバル化と近代化が生ん
だ軋轢の表れの一つとして文脈化するのが、van 
Klinken and Chitando （2016）である。彼らによ
れば、アフリカでは2000年代に経済的な発展と同
性愛嫌悪が同時に進行した。しかも、発展から取
り残された人々の間だけでなく、新興の中間層や
政治的エリートのあいだでも同性愛嫌悪が広まっ
ている。つまり、近代化がかならずしも多様な性
の受容に結びつかず、「性、人らしさ、人権、宗
教と政治の関係等にたいするさまざまな理解の
仕方」（5）が近代化とせめぎあっているという。
van Klinken and Chitandoは、とくに宗教と同性
愛と公共の関係について、Burchardt（2013: 242-
243）の三つの類型を引き、それに第四の型を付け
加えて論じる。すなわち、第一に、宗教が公的な
位置を占める社会では、同性愛が私的な領域に周
縁化されるのであれば認められる。同性愛嫌悪が
広まるまでのアフリカ社会がそうであった。第二
に、同性愛が公的な承認を求めても、宗教が私的
なものとされている社会なら問題は起きない。ア
ルゼンチン、カナダ、ニュージーランド、オース
トラリアなどがこれに当たる。第三に、宗教も同
性愛も公的な存在となると問題が生じる。これが
現在の南アフリカ（アパルトヘイト廃絶後の憲法
で性的指向にもとづく差別が禁止され、同性婚も
合法）の状況である。そして第四に、現在のアフ
リカ諸国では、同性愛を公的に承認すべきだとい
う主張がなされる以前に、矛先を制する形で、公

的な宗教が動員されているというのである（van 
Klinken and Chitando 2016: 6-7）。第一の型はセ
リグマンらの「信頼と所属の共同体」（本論132-
133）、第二の型は「信用と権利の共同体」（132-133）
におおよそ当たるだろう。第一の型だったアフリ
カ社会が、グローバル化により第二のあり方に半
ば強引に開かれていくなかで、新たな人らしさ、
人間関係、共同体、公共、道徳の共有の仕方が模
索されているといえよう。
　最後に、「性の人権」を参照しながらも、それ
に代わるアフリカの運動の概念としてEpprecht 
（2013）が唱える「エロスの正義」に触れておく（上
述のvan Zylは「エロスの正義」をEpprechtから
借りている）。Epprechtによれば、アフリカの多
くの伝統社会では、性的マイノリティはあえて自
分の地位を主張せず、周縁化された場所で平和に
過ごしていたが、そのような戦略は、情報化と監
視が進む現代では通用しない（16）。アフリカの
現状を考えると、当座は「寛容」を目指すべきだ
ろうが、そこには、善である多数派が悪である少
数派のあり方を決めるというヒエラルキーが存在
する（30）。
　そこでEpprechtが、「性の権利」に代わる概念
として、Ellison（1996）の言葉を借りて提唱する
のが「エロスの正義」である。「権利」は「訴訟
と抗議」（34）を示唆するが、「正義」は「その場
の必要に応じた交渉、翻訳、教育、動員」（34）
を提案する。また、「性」はペニスの挿入と射精
を想定するが、「エロス」は全身体と想像力に関
わり、「政治、家族、霊性（spirituality）などなど」
（35）も含む。すなわち「エロスの正義」とは「他
者に不正義を押しつけることがない限り、恐れる
ことなく、性をあらゆる側面から経験し、夢想し、
探り、唱え、示す自由」（35）である。セリグマ
ンらは「正義」を「人権」の縁語とし、「共同体」
の縁語に「平和」を対比させる（132）。しかし
Epprechtの「正義」は、社会関係のなかで合意
され達成される状態として理解され、個人に本質
的に内在する「人権」とは性質が異なる。アフリ
カの文脈を考えれば、「正義」は「経済的な正義」
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や「環境の正義」といった問題設定の文脈で受け
入れやすい概念であり、有効性があるように思わ
れる。
　こういったアフリカの事情が私たちに教えてく
れるのは、運動のあり方をローカル化する重要性
である。つまり、Epprechtをはじめとする研究
者が主張するように、性の運動においては、人権
の概念を参照しながらも、ローカルな性と生のあ
り方をよく知り、その社会でなにが人を人たらし
めているのかにもとづいて、その社会での「人ら
しさ」に性的指向と性自認を入れて保障する必要
がある。さらには、運動を通じて活動家や当事者
が「人らしく」なるやり方で、運動を行う必要が
ある。それには、その社会での運動の歴史から学
ぶ必要がある。ウガンダで法案が破棄されたの
は、たしかに外国の圧力が効いたが（Nyanzi and 
Karamagi 2015: 36）、セリグマンらが述べるよう
に、「人権の擁護は継続して必要だろうが、権利
そのものは、人間が成長し発展する（fl ourish）
条件としても、根っこへの欲求を満たす条件とし
ても、十分とは程遠い。そこに所属の感覚が入ら
なければならない」（133）。あるいは、「最低限の
法の支配」（131）だけでは足りず、「人と人との
関係性やともに営む暮らしから助けが生まれるよ
うな、そういう人々のなかで生きる欲求」（131）
が満たされなければならないのである。
日本　日本は別の様相を呈する。同性愛嫌悪はア
フリカ諸国のような広がりを見せておらず、性的
マイノリティに対する理解や受容的な環境は、自
治体のパートナーシップ宣誓制度などをつうじ
て、まがりなりにも社会に広まりつつある。その
一方で、性にかんする人権を国家として保障する
ための制度は欠落している。理解や受容を進める
ことがアリバイとなり、結果的に権利保障の欠如
が隠蔽されるという指摘すらある。この問題に取
り組むのに、国はいかなる制度を構築するべきか。
それが問われたのが、2021年の性にかんする法制
度についての議論だった。これらの議論について
本節で紹介し、性にまつわる日本での制度づくり
について考察する。

　2021年5月、国会議員の間で、「性的指向や性自
認を理由とする差別解消」か「性的指向や性自
認にたいする理解増進」かという議論がなされ
た。この議論は2015年に端を発し（二階堂2017）、
2021年には、野党から「性的指向又は性自認を理
由とする差別の解消等の推進に関する法律案」（い
わゆるLGBT差別解消法案）が、自由民主党（以
降「自民党」を用いる）から「性的指向及び性自
認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法
律案」（いわゆるLGBT理解増進法案）が、それ
ぞれ提示された。双方で協議した結果、自民党案
の法律の目的の部分に「性的指向及び性自認を理
由とする差別は許されない」という趣旨の文言を
加えることで、実務者レベルでは合意した。しか
し、この修正案に対しては自民党内の反対が強く、
法案提出は断念された（二階堂2021）。
　自民党案のアドバイザーを務めたのは、ゲイで
活動家の繁内幸治である。繁内らは自民党の複数
の議員を役員に迎え、一般社団法人「性的指向お
よび性同一性に関する理解増進会」（以降、略称
の「LGBT理解増進会」を用いる）として政治に
働きかけてきた。彼らが「理解」を重視するのは、
以下の理由による。
差別という以前に、学びの無さを解消するこ
とが先決です。悪いことをしているという意
識の乏しい状況で、当事者や支援者からいき
なり差別と指摘されても、何のことかもよく
分からない人々が大勢いるのです。････不適
切発言があった際に、いきなりの強い反差別
の活動では、心の通いあう真の理解は得られ
ないだけでなく、溝を深める可能性がありま
す。････理解の進展とともに、差別は徐々に
ではありますが解消されていくのは間違いな
いことです（LGBT理解増進会 2018: 68-69）。

　まずは社会の理解が必要だという主張に対し、
人権派からは、性的指向と性自認は生まれつき個
人に備わっているはずの権利であって、それを否
定するのは差別にあたり、権利を保障するのに社
会の理解を前提条件とするのは間違っているとい
う反論がされる。たとえば清水（2017）は、「必
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要なのは、SOGI［性的指向と性自認］をあらゆ
る人が生まれ持った権利として保障することであ
る。幸運な恩恵ではなく権利を求めること。････
それぞれの職場や地域や家族の『理解』にも依拠
することない、ひとりひとりの権利として」（143）
と反論する。6

　両者がけっしてかみ合わないのは、争点が一見
して優先順位――「理解増進」が先か「人権保障」
が先か――のように見えながら、じつは規範の対
立――「人間は男と女に分かれるものであり、男
は男らしく、女は女らしくあるべきだ」対「性的
指向と性自認はひとりひとりに内在する人権であ
り、他者に決められるものではない」――である
ことによる。
　そのことは、繁内らが理解増進法案を説明する
とき、同性婚やいわゆる「ジェンダーフリー」を
認めるものではないと強調し、保守派の規範の堅
持を約束していることからも明らかだ（LGBT理
解増進会 2018: 92-100; 自民党 2018）。つまり繁内
らは、保守派の規範であるシスヘテロ・ノーマティ
ビティ――人間は男女のどちらかに分類され、男
は男らしく女を求め、女は女らしく男に求められ
るのが本来のあるべき姿である――は堅持した上
で、それとは異なる少数の人たちについては、彼
らの性のあり方は変えようがないので、例外とし
てまずは認めようと保守派を説得する。ただし、
まずは理解が先と言いながら、理解が進んだ後の
ことについては、「理解の進展とともに、差別は
徐々にではありますが解消されていく」（LGBT
理解増進会 2018: 69）とし、次のステップとして、
少数派の権利の保障については語らない。まして
や、あらゆる人に備わった権利として性的指向と
性自認を保障することは想定されていない。
　これは、人権派がどうしても呑めない主張であ
る。人権派にとって、性的指向と性自認は個人に
備わった権利であって、したがってあらゆる人に
保障されるべきものだ。多数派があるべき姿を規
定した上で、そこから逸脱する者を例外的に認め
る性質のものではない。「権利の留保と引き換え
の『理解増進』はそもそもアジェンダになりえな

い」（清水2017：143）のである。
　性にまつわる規範の対立は生命観、広義の宗教
観、家族意識、道徳、価値観の対立となる。こ
の点において、訳者は、セリグマンらの論文から
ヒントを得られると考えている。かならずしも賛
成できない考え、むしろ嫌悪すら覚える考えを持
つ相手と、どのようにして一つの社会を形成可能
なのか。規範と規範、信念と信念を戦わせるのを
いったん止め、みずからの主張をとりあえず括弧
にくくり、相手に向きあうことができるか。人権
の言説で説得できるどころか、かえって過剰なま
での反発を呼び起こすとき、どのようなアプロー
チが可能なのか。今はまだ国内の対立にとどまっ
ているが、今後、日本が多くの移民を受け入れて
いくと、価値観はさらに多様化する。筑波大学は、
国立大学でもっとも早い2017年に性にかんする大
学のポリシーを制定したが（最新の状況は、風間
ら2021参照）、中心的な役割を担ったダイバーシ
ティ・アクセシビリティ・キャリアセンターの河
野禎之（2018）は、インタビューで、多様な宗教
と価値観を持つ留学生を想定した対応は不十分で
あることを認め、留学生はいろいろな問題が噴出
しかねない「パンドラの箱」だと述べている。
　2021年の議論は法案が提出されないという結果
になってしまったが、妥協の余地はなかったの
だろうか。自民党案は入手できなかったが、自民
党が2016年に公表している『性的指向・性自認の
多様なあり方を受容する社会を目指すためのわ
が党の基本的な考え方』（自民党 2018）には、教
育、雇用、社会的支援などの政策が掲げられ、も
し法案が通れば一歩前進だったように思える。一
方で、高い自死念慮（「働き方と」2019）が示す
ように、性的マイノリティが置かれている困難な
状況を考えれば、野党が主張するように「差別は
許されない」と法律で言明することが重要だった
のかもしれない。罰則をともなうわけでもないの
に「差別は許されない」とすら書かせたくない保
守派の態度は、合理的でないように思える。しか
し、この頑なさが、みずからが信じる社会秩序と
安寧が破壊されかねないという恐怖から来るのだ
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とすれば、理解可能である。保守派の論客である
八木秀次は自民党の会合で「［法案が通れば］婚
姻制度、婚姻にともなう社会保障制度が全部影響
を受ける。性的指向と性自認の視点から、すべて
の政策がチェックされる」（二階堂 2021: 14）と
恐れを表明したとされる。この恐れをなだめ、戸
籍制度という「巨大な政治的地雷原」（清水 2017: 
140）を棚上げにして、性にまつわる制度の議論
を進めることが可能なのか。そしてそのような棚
上げは適切なのか。仮になんらかの制度ができた
として、バックラッシュの恐れはないのか。訳者
には答えが出ない。

註

1 CEDARの説明は、本論註2でも言及されている

Seligman, Wasserfall and Montgomery (2015)お よ び

CEDARの公式ウェブサイトを参照して記述した。

他者とともに体験することをつうじて信頼を構築

するプロセスについては、Seligman (2021)が詳しい。

ただしそこでは、CEDARのいかなる活動内容がい

かにしてそのような変容を生むのかは、記されて

いない。
2 アフリカの「同性愛嫌悪」は、トランスジェンダー

にたいする嫌悪も含む広い概念である。本論でも

その意味で使用する。
3 その背景には、アパルトヘイト撤廃後の南アフリ

カ共和国で、性的指向にもとづく差別を禁止する

先進的な憲法が1994年に制定されたのに対し、近

隣のジンバブエやナミビアがアフリカの道徳的な

リーダーとしての地位を奪回する意図があったと

指摘される（Hoad 2007: ch 4）。
4 African Studies Reviewでは、本号で本概説を掲載し

て問題提起をし、その2号あと（56巻2号2013年）に、

「同性愛嫌悪のアフリカ？」と題する特集を組んで

いる。
5 欧米の姿勢の背後には、国連を舞台とするロシ

アと東欧も含めた「グローバルな文化の戦争」

（Gevisser 2015: 16）があった。
6 同様の批判は、より洗練されたLGBTの「ブラン

ド化」にたいしてもなされている。新ヶ江（2021）

は、「LGBTマーケティング」（四元・千羽2017）

――「LGBT」をブランド化し賛同者を増やすこと

で、多数派を形成しようという新たな社会運動手

法――にたいし、多数派であろうがなかろうが人

権は保障されるべきだとし、「マーケティングの理

論による商品価値として扱える類いのもの」（新ヶ

江2021：53）として人権を扱う危険性を指摘する。
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